
（６） 里親関係（平成２１年４月１日施行）

Ａ 里親の認定登録等について

○ 里親の認定登録等を児童福祉法施行規則に規定することに伴い、里親の認定等に関

する省令は廃止する。

【児童福祉法施行規則の一部改正】

児童福祉法

この法律で、里親とは、養育里親及び 以下の第６条の３ 厚生労働省令で定める人数

要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となるこ

とを希望するものその他のこれに類する者として のう厚生労働省令で定めるもの

ち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として

適当と認めるものをいう。

② （略）

＜内容＞

○ 里親が養育する要保護児童の人数は４人以下とする。

○ 養子縁組によって養親となることを希望するものその他のこれに類する者として

厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

①養子縁組によって養親となることを希望する者

②要保護児童の三親等以内の親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を

現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これら

の者による養育が期待できない要保護児童を養育することを希望する者

児童福祉法

（略）第６条の３

② この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要

厚生労働省令で定めると保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が

行う研修を修了したことその他の を満たす者ころにより 厚生労働省令で定める要件

であつて、第三十四条の十四に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。

＜内容＞

○ 厚生労働省令で定めるところにより行う研修（養育里親研修）は、厚生労働省大

臣の定める基準（告示。別紙１参照）を満たす課程により行うこととする。

○ 厚生労働省令で定める要件（養育里親の要件）を満たす者は、経済的に困窮して

いない者であって、養育里親研修を修了したものとする。
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